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第３章　地球環境保全の積極的推進

第１節　地球温暖化の防止【地域政策課・環境政策課・森林整備課】

1　島根県における地球温暖化対策【環境政策課】

本県では、2000年に策定した「島根県地球温暖化対策推進計画」の計画期間が2010年度までである
ことから、2011年度以降の県内の地球温暖化対策を推進する計画として、2011年 3 月に「島根県地球
温暖化対策実行計画」を新たに策定しました。
この計画では、温室効果ガス排出量の削減目標（2020年度の排出量を1990年度と比べて23％以上削

減）とエネルギー使用量の削減目標（2020年度の使用量を1990年度と比べて 8％以上削減）を定め、
「温室効果ガス削減対策の見える化」による取組の支援や、「島根県地球温暖化対策協議会」を中心と
して地球温暖化対策を全県で展開することなどにより、「低炭素社会の実現により持続可能な発展する
しまね」を目指して取組を進めていきます。

⑴　県内の温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量

2010年度の県内の温室効果ガス排出量（速報値）は668万 4 千トンで、前年度と比べて13.8%の増
加、基準年である1990年度と比べると19.6%の増加となりました。
なお、森林吸収量を含めると、1990年度に比べて26.1%の減少となりました。
また、2010年度の県内のエネルギー使用量は52,197TJ（テラジュール）で、前年度と比べて2.7%

の増加、基準年である1990年度と比べると1.6%の減少となりました。
温室効果ガス排出量やエネルギー使用量が前年度に比べて増加した主な要因は、リーマンショッ

ク後の景気後退からの回復及び猛暑厳冬による電力消費の増が考えられます。
1990年度と比較した部門別の伸び率を見ると、二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量とも、民

生業務部門が最も大きくなっています。これは、事務所や小売り等の床面積が増加したことによる
空調や照明設備の増加、オフィスのOA化に伴う電力使用量が増加したことなどが考えられます。

表3－1－1　県内の温室効果ガス排出量 （単位：千トン－CO2）
1990年度
（基準年）

2009年度
（基準年比）

2010年度
（基準年比）

前年度からの
増減

2010年度
構成比率

二 酸 化 炭 素 4,926 5,462
（＋10.9%）

6,275
（＋27.4%） ＋14.9% 93.9%

エ ネ ル ギ ー 起 源 4,847 5,329
（＋9.9%）

6,146
（＋26.8%） ＋15.3% 91.9%

産 業 部 門 1,716 1,608
（－6.3%）

2,021
（＋17.7%） ＋25.7% 30.2%

運 輸 部 門 1,490 1,352
（－9.2%）

1,331
（－10.7%） －1.6% 19.9%

民 生 業 務 部 門 723 1,131
（＋56.5%）

1,298
（＋79.7%） ＋14.8% 19.4%

民 生 家 庭 部 門 919 1,238
（＋34.8%）

1,496
（＋62.8%） ＋20.8% 22.4%

廃 棄 物 部 門 79 133
（＋68.9%）

129
（＋63.9%） －3.0% 1.9%

その他の温室効果ガス 663 410
（－38.1%）

409
（－38.2%） －0.3% 6.1%

合 　 計 5,588 5,872
（＋5.1%）

6,684
（＋19.6%） ＋13.8% 100.0%

森 林 吸 収 量 － Δ1,388
（－24.8%）

Δ1,457
（－26.1%） Δ5.0%

森林吸収量を加えた
温室効果ガス排出量 5,588 4,484

（－19.8%）
5,227

（－6.5%） ＋16.6%
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表3－1－2　県内のエネルギー使用量 （単位：TJ）

1990年度
（基準年）

2009年度
（基準年比）

2010年度
（基準年比）

前年度からの
増減

2010年度
構成比率

産 業 部 門 16,961 12,954
（－23.6%）

14,424
（－15.0%） ＋11.3% 27.6%

運 輸 部 門 20,845 18,626
（－10.6%）

17,910
（－14.1%） －3.8% 34.3%

民 生 業 務 部 門 7,298 9,945
（＋36.2%）

10,119
（＋38.6%） ＋1.7% 19.4%

民 生 家 庭 部 門 7,922 9,280
（＋17.1%）

9,744
（＋23.0%） ＋5.0% 18.7%

53,026 50,806
（－4.2%）

52,197
（－1.6%） ＋2.7% 100.0%

⑵　事業者向け地球温暖化対策の実施

事業者における地球温暖化防止に向けた取組を推進するために、省エネルギーを中心とした支援
を行いました。
・しまねストップ温暖化宣言事業者の登録
　省エネ等の目標を独自に設定した事業者を登録。
　　（参加登録事業所累計：2,111事業者）
・エコ経営相談の実施
　事業者の環境に関する相談を受付。
　　（相談数：281件）
・エコアドバイザーの派遣
　事業所設備の省エネ診断等を実施。
　　（派遣数：41事業者、延べ派遣件数91件）
・小規模省エネエコ改修補助事業
　中小企業等が行う省エネ改修に対する補助。
　補助率 1／ 3、上限300万円。
　　（補助件数：6件）
・エコアクション21認証取得の支援
　 環境マネジメントシステム「エコアクション21」の認証取得に対する補助。補助率 1／ 2、上
限30万円。

　　（補助件数：5件）

⑶　家庭向け地球温暖化対策の実施

家庭での生活における地球温暖化防止に向けた取組を推進するための普及・啓発を広く実施しま
した。
①　しまね地球温暖化防止県民運動の実施
・まげに節電2011キャンペーン
平成23年 3 月に発生した東日本大震災を背景に、初めて節電キャンペーンを実施しました。 7

～ 9月の取組として、①職場や街中の節電の取組を報告、②電気使用量の対前年比較がわかる検
針票を報告してもらうことで家庭の節電に向けた取組の端緒とするもので、のべ978名が参加しま
した。
（参加者：①864名、②114名）
・エコドライブ推進キャンペーン
家庭からのCO2排出量第 2位の自動車のCO2排出量削減のため、自動車学校でのエコドライブ体

験教習会（のべ 3回、参加者数30名）の開催、国道 9号線に面した交差点（県内 4ヶ所）でドラ
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イバーや通行人にアイドリングストップ、急発進防止の街頭啓発を呼びかけるキャンペーンを行
いました。
・しまねレジ袋削減キャンペーン
3R推進の一環で、買い物時にマイバッグを持参するキャンペーン（3R推進月間の10月～11月）

を実施しました。若年層をターゲットに「しまねSUPER大使吉田くん」をイメージキャラクター
に採用し、普及啓発用ポスターやマイバッグを作成・配布しました。平成23年度には安来市、浜
田市、益田市及び江津市においてレジ袋無料配布の取組が始まり、レジ袋無料配布に取り組む市
町村数も 7市となりました。

②　エコライフチャレンジしまね（環境家計簿）の実施
環境家計簿（家庭で使う電気、ガス、灯油、水道及びガソリンの使用量の記帳（入力）を使い、

家庭のエネルギー消費の診断コメントを作成・送付し、家庭での身近な温暖化防止の取組を推進
しました。
また、パソコンの操作性向上、機能性アップのためWEB版をリニューアルしました。

⑷　「しまねCO2ダイエット作戦」の実施

CO2排出削減につながる省エネルギー・3R活動など、県民の環境に配慮した行動に対して、協賛
店舗が独自にサービスを提供する取組をPRしました。
（協賛店舗数：796店舗）

⑸　地球温暖化防止活動推進員の連携強化事業

国の行政刷新会議の事業仕分けにより従来の地球温暖化防止活動推進員の活動に対する支援は補
助対象外となり、県単事業として制度運営を行いました。平成22年12月に委嘱した119名の推進員
に対し、県民への普及啓発現場で役に立つ手法や企画・実施等の資質を養う研修を県内のべ 7ヶ所
で開催し、のべ169名の推進員が参加しました。また、広島県の先進事例視察にも23名が参加しまし
た。
推進員の現場活動支援として、島根県地球温暖化防止活動推進センターが啓発物品の貸し出し等

を行いました。

⑹　島根県地球温暖化対策協議会の運営

島根県地球温暖化対策実行計画（平成23年 3 月策定）の進行管理を行うことを目的として設立し
た「島根県地球温暖化対策協議会」を 9月に開催し、3部会（生活、事業者、行政）の平成22年度
事業報告及び平成23年度事業計画を説明しました。
また、平成22年度の温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量の速報値や、実行計画の進行管理

について報告しました。

2　環境にやさしい率先実行計画の取り組み【環境政策課】

平成12年度から県の全機関において、「環境にやさしい率先実行計画」に基づき、環境に配慮した事
務及び事業活動に取り組んでいます。
平成23年 3 月には新たに指定管理施設等も計画の対象に加え、「環境にやさしい率先実行計画」の第

3期計画を策定しました。
計画では、平成27年度までに平成21年度比でCO2排出量の 6％削減を目標に掲げています。
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表3－1－3　環境にやさしい率先実行計画取組状況（平成23年度）

実行目標 平成21年度
（基準年） 平成23年度 対基準

年比（%）

CO2排出量を 6 %削減する。 排出量（t-CO2） 89,565 92,750 3.6

電気の使用量を 7 %削減する。 使用量（kWh） 105,708,261 110,786,825 4.8

灯油の使用量を 3 %削減する。 使用量（l） 2,799,657 2,687,150 －4.0

A重油の使用量を 6 %削減する。 使用量（l） 1,258,421 1,079,826 －14.2

LPGの使用量を5.5%削減する。 使用量（kg） 423,634 449,292 6.1

都市ガスの使用量を 1 %削減する。 使用量（㎥） 1,692,419 2,060,920 21.8

庁舎に使用するガソリンを 1 %削減する。 使用量（l） 8,401 9,442 12.4

庁舎に使用する軽油を 2 %削減する。 使用量（l） 22,822 30,963 35.7

公用車に使用するガソリンを 1 %削減する。 使用量（l） 1,651,712 1,650,056 －0.1

公用車に使用する軽油を3.5%削減する。 使用量（l） 171,727 192,949 12.4

船舶に使用する軽油を4.5%削減する。 使用量（l） 384,702 369,475 －4.0

船舶に使用する重油を4.5%削減する。 使用量（l） 888,460 824,296 －7.2

コピー用紙の使用量を 6 %削減する。 購入量（t） 451 494 9.5

上水道の使用量を12%削減する。 使用量（㎥） 925,488 954,862 3.2

3　グリーン購入の推進【環境政策課】

平成13年 4 月「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」が全面施行
されたことを受けて、本県でも13年11月から「島根県グリーン調達推進方針」を定め、県のすべての
機関で取り組んでいます。
平成23年度の対象品目全体でのグリーン調達率（対象品目の調達数量に占めるグリーン調達適合品

の割合）は96.6％でした。
また、平成16年度、循環資源を利用した製品の普及・利用を図るための「しまねグリーン製品認定

制度」を創設し（4－1－1（3）参照）、この制度における認定製品についても率先して調達していくこ
ととしています。

4　地域新エネルギーの導入促進【地域政策課】
⑴　島根県地域新エネルギー導入促進計画

資源に乏しい我が国にとって、豊かな国民生活と経済発展を実現するためには、エネルギーの安
定供給を図ることが必要であり、また、地球温暖化をはじめとする地球環境問題についても具体的
な対応をしていかなければなりません。
これらの問題の解決のため、環境負荷の少ない身近にあるエネルギーの有効活用を図るとの考え

方に立って、平成11年 3 月に「島根県地域新エネルギー導入促進計画」を策定し、2010年度におけ
る導入目標を立てて取り組んできました。
しかし、計画策定後において、京都議定書の発効や「電気事業者による新エネルギー等の利用に

関する特別措置法」（RPS法）の施行、新エネルギー技術の進展等、エネルギーと環境を取り巻く状
況が劇的に変化したことから、2008年 6 月に同計画を改定し、2010年度導入目標を修正するととも
に、新たに2015年度導入目標を定めました。
この導入目標は、導入コストの低減、技術開発による実用化、適切な立地地点の確保などを前提
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条件とした一つの目安でありますが、これに向かって県自らが率先して取り組むことはもちろんの
こと、市町村、事業者、県民も地域新エネルギーの導入の意義を理解し、積極的に取り組んでいく
ことが重要です。
地域新エネルギーの導入については、平成23年 3 月に策定された「第 2期島根県環境基本計画」

にも掲げられており、「島根県地域新エネルギー導入促進計画」は、この環境基本計画の実施計画と
しても位置づけられるものです。

⑵　地域新エネルギーの導入促進

実用段階にある太陽光や風力などの再生可能なエネルギーの積極的な導入促進を図るとともに、
その他の地域新エネルギーについても普及啓発・情報提供を行い、「島根県地域新エネルギー導入促
進計画」の進行管理に努めながら、導入目標の達成を目指します。
なお、地域新エネルギーを効果的・効率的に導入するためには、技術的・経済的な実用可能性や

賦存量を含めた地域特性を考慮し、取り組むことが必要です。

⑶　平成23年度における導入状況等

①　平成23年度における導入状況
平成23年度末現在における主な新エネルギーの導入状況は、次のとおりです。
・太陽光発電 33,318kW （28,000kW）
・風 力 発 電 128,264kW （270,000kW）
・バイオマス熱利用 741kL （1,500kL）
・水 力 発 電 7,538kW （7,538kW）
・クリーンエネルギー自動車 10,764台 （5,100台）
　（注）（　）内数字は2015年度（平成27年度）目標数字です。

②　平成23年度の主な実施事業
○木質バイオマスエネルギーアドバイザー事業
木質バイオマスエネルギーの専門知識を有し、具体的実践的なノウハウを持っている人をア

ドバイザーに委嘱し、更新時期が近い公共施設に個別・具体的なアドバイスを行いました。
○新エネルギー教室の実施
次世代を担う小学校高学年及び中学生を対象に、エネルギー問題や地球温暖化問題等から新

エネルギーの必要性を伝えるとともに、新エネルギーについて理解を深めてもらうため開催し
ました。

⑷　地域新エネルギーの導入効果

2011年度における地域新エネルギーの導入実績を原油換算すると、年間約92千kＬとなり、地域新
エネルギーが全く導入されていない状況を仮定した場合と比較すると、二酸化炭素の排出量は年間
約26万 t 削減されます。
また、この二酸化炭素排出削減量約26万tは、島根県地球温暖化対策実行計画における1990年を基

準とした2020年における二酸化炭素削減目標量113万 3 千tの22.9%になります。

5　企業・団体等が参加する森づくりによるCO2吸収認証の実施【森林整備課】

平成22年度から、企業・団体等が自ら実践又は森林整備に必要な資金援助を通じて行った植栽や間
伐などの森林保全活動に対し、地球温暖化防止への貢献度を県が認証しています。
貢献度の評価は、活動の対象となった森林及び活動内容から 1年間のCO2吸収量を算定し認証する

ものです。
平成23年度認証　件数：10件（ 8 企業、2 団体）
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認証CO2量：150 t -CO2／年

表3－1－4　平成23年度CO2吸収認証実績一覧表

認証区分 企業名 場所 作業区分 面積（ha） 認証量
（t-CO2/年）

実践型

㈳島根県トラック協会 松江市玉湯町 下刈り 1.62 4.67

㈱山陰中央新報社 松江市玉湯町湯町 下刈り・植栽 2.03 11.78

山陰酸素工業㈱ 仁多郡奥出雲町 下刈り・植栽 1.17 4.65

島根県土地改良事業団体連合会 雲南市大東町 植栽・間伐 1.15 12.38

㈱山陰合同銀行 松江市西忌部町 下刈り 1.00 3.97

㈱山陰合同銀行 大田市大森町 下刈り・植栽 1.90 11.54

寄附型

㈲土江重機 松江市西谷町 間伐 2.03 20.50

コカ・コーラウエスト㈱ 大田市三瓶町 植栽 2.92 8.32

アシード㈱ 松江市玉湯町 除伐 1.44 11.91

日立金属㈱安来工場 安来市広瀬町 間伐 5.33 47.96

キリンビバレッジ㈱ 隠岐の島町 間伐 2.06 11.94

計 10社 11箇所 22.65 149.62
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第２節　フロン対策の推進【環境政策課】
1　フロン対策の推進

フロンはオゾン層破壊の原因物質であるだけでなく、二酸化炭素と比べ100～10,000倍以上の温室効
果があることで知られています。フロンについてはモントリオール議定書及びオゾン層保護法により
全廃及び生産規制等の措置が講じられてきましたが、今後課題となるのは、過去に生産された冷蔵庫
やカーエアコン等の機器の中に充填された形で残っているフロンの回収・破壊の促進です。
これらについては既に法制度化されており、廃家電製品（廃冷蔵庫・廃エアコン）からのフロンに

ついては「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」、業務用冷凍空調機器については「特定
製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収・破壊法）」、カーエア
コンについては「使用済み自動車の再資源化に関する法律（自動車リサイクル法）」によりフロン類の
回収が義務づけされています。
フロン回収・破壊法は平成19年10月に改正され、製品の整備時におけるフロン類回収義務・報告義

務が明確化されたほか、行程管理制度の導入等により業務用冷凍空調機器の廃棄時等における回収強
化策が導入されました。しかし、平成23年度の全国のフロン類回収率は約29%程度と推定され、さらな
るフロン回収・破壊の取り組みが必要です。
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第３節　酸性雨対策の推進【環境政策課】
1　酸性雨調査

酸性雨とは、大気中の窒素酸化物や硫黄酸化物などが長距離に移流し拡散するうちに酸化し、雨水
や霧となって降下したものです、通常pH5.6以下の場合をいいます。
本県における酸性雨の実態把握とその酸性化機構解明を目的に、県内 2地点（松江、江津、平成17

年度まで川本）で調査を行っています。
平成23年度における年平均pHは松江：4.60、江津：4.53でした。この値は平成18年度以降の年平均

値と同じレベルでしたが、長期的には酸性化が進んでいる傾向が見られます。

図3－3－1　松江、江津、川本におけるpH年平均値の経年変化

2　 酸性雨長期モニタリング（東アジア酸性雨モニタリングネットワーク～
EANET）

酸性雨は、その原因物質の発生源から数千キロメートルも離れた地域にも沈着する性質があり、国
を越えた広域的な環境問題となっています。
また、東アジア地域の国々は近年めざましい経済成長を遂げる一方、エネルギー消費量の増加によ

る大気汚染問題や酸性雨による悪影響が懸念されています。
国では、東アジア地域全体を対象とした酸性雨モニタリングネットワークの必要性から、環境省に

おいて東アジアモニタリングネットワーク（EANET）を構築し、平成13年 1 月から本格稼働されてい
ます。
参加国は現在13カ国であり、活動目的は次のとおりです。
（ア）東アジア地域における酸性雨問題の状況に関する共通理解の形成を促進する。
（イ） 酸性雨による環境への悪影響を防ぐため、国や地域レベルでの政策決定に有益な情報を提供す

る。
（ウ）参加国間での酸性雨問題に関する協力を推進する。
国内にはEANETモニタリング地点が12地点あり、特に島根県は東アジア地域の影響を受けやすい立

地状況にあることから、隠岐測定所（隠岐の島町）と蟠竜湖測定所（益田市）の 2地点が配置されて
います。
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蟠竜湖地点では大気調査のほか、陸水の調査も実施しており、長期モニタリング地点としてその調
査結果が重要視されています。
このため、島根県では測定所の管理運営や試料採取・分析の業務を担当しています。


